
款 項 目

3 1 1

Ⅰ：事業概要

Ⅱ：個別事業内訳 （単位：千円）

令和２年度　予算説明書

予算 部局名 健康福祉部

課　名 福祉課
予算書(P)目名

社会福祉総務費 100

施策事業名 社会福祉総務

事業目的 市民生活の安定と地域福祉の推進を図ることを目的とする。

事業内容

●全体計画
　○戦没者追悼式の開催及び戦没者遺族に対する援護事務を行う。
　○福祉バスについて適正な管理及び運行を行う。
　〇老朽化した福祉バス（27号）を更新する。
　○地域福祉の推進を図るための諸活動に対して直接的・間接的に支援を行う。
　○行旅死亡人があった場合に、法に基づき適正な対応を行う。

●主な事業内容
　○戦没者遺族等への援護
　　・戦没者追悼式の開催
　　・第十一回特別弔慰金の受付事務（令和２年度～）
　○民生委員・児童委員と連携した地域福祉の推進及び実態把握に関する事業の実施
　○福祉団体等の活動のために運行する福祉バス２台の運行管理業務の実施
　〇大型バス利用の需要に対応した福祉団体等への貸切バス利用補助事業の実施
　〇老朽化した福祉バス（27号）車両の更新（令和２年度新規事業）
　○社会福祉協議会を始めとする地域福祉の推進を担う福祉団体への補助事業の実施

●主な予算の内訳
　・民生委員福祉関係活動委託料　　　　　　　　5,968千円
　・単位民生委員児童委員協議会活動費補助金　　2,418千円
　・福祉バス運転業務委託料　　　　　　　　 　14,463千円
　・自動車購入費（福祉バス）　　　　　　　　　9,998千円
　・犬山市社会福祉協議会運営費補助金　　　 　25,302千円

事業の目標

民生委員や社会福祉協議会、その他地域福祉活動団体等と連携し、地域福祉の推進に努める。
老朽化した福祉バスの更新を適切に実施し、福祉バスをさらに安全・安心に利用できるようにする。
市主催事業である「戦没者追悼式」を実施する。
第十一回特別弔慰金の受付等事務を滞りなく実施する。
必要に応じて、法に基づいた行旅病人、死亡人への適正な対応を行う。

財源内訳
一般財源
の割合

事業名
国県支出金 地方債 その他 一般財源

予算額

95%

福祉基金積立金 1,000 0 0 1,000 0 0%

社会福祉総務事務 873 41 0 1 831

52%

福祉バス管理 26,217 0 0 0 26,217 100%

民生児童委員 16,138 7,706 0 0 8,432

100%

地域福祉活動支援 1,082 0 0 0 1,082 100%

社会福祉協議会 25,302 0 0 0 25,302

0%

合計 71,086 8,221 0 1,001 61,864 87%

行旅病人死亡人援護 474 474 0 0 0
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Ⅰ：事業概要

Ⅱ：個別事業内訳 （単位：千円）

- 

合計 1,366,770 991,002 0 12,157 363,611 27%

 - - - - - - 

- 

 - - - - - - - 

 - - - - - - 

25%

障害者支援（県制度） 10,082 5,040 0 0 5,042 50%

障害者自立支援給付 1,281,300 960,975 0 0 320,325

100%

障害者地域生活支援 69,478 24,987 0 12,157 32,334 47%

障害者福祉事務 5,910 0 0 0 5,910

事業内容

●全体計画
法に基づく障害福祉サービス及び地域生活支援事業にかかる各種支援を行うとともに、障害者の地域
支援施設に対する支援を行う。

●主な事業内容
○障害者支援の庶務及び組織運営
　障害者計画推進委員会及び自立支援協議会の運営、認定審査会委員報酬
○障害者総合支援法第77条に基づき地域の実情に応じて行う障害者支援事業(統合補助)
　・日常生活用具給付・移動支援等の地域生活支援事業にかかる扶助費等
　・障害者基幹相談支援センター運営業務委託　等
○障害者総合支援法及び児童福祉法に定められた障害者支援に対する給付(国1/2、県1/4)
　・生活介護給付、就労継続支援A・B型給付、障害児給付等
○障害者支援に係る医療費給付(国1/2、県1/4)
　自立支援医療費、療養介護医療費等
○軽度・中等度難聴児に対する補聴器購入費等の助成
　障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度の対象外となる軽度・中等度難聴児の補聴器購入等に
　係る費用を助成

●主な予算の内訳
・障害者相談支援事業委託料（障害者基幹相談支援センター運営業務）　19,400千円
・軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成　　　　　　　　　　　　　3件、300千円

事業の目標
法に基づく障害福祉サービス及び地域生活支援事業にかかる各種支援を行うとともに、障害者の地域
支援施設に対する支援を行う。

財源内訳
一般財源
の割合

事業名
国県支出金 地方債 その他 一般財源

予算額

障害者福祉費 102

施策事業名 障害者自立支援

事業目的
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）及び児童福祉法
に基づく各種障害福祉サービスの給付等を行うことにより、障害を持つ人が自立して地域や社会の中
で生活していくための支援をすることを目的とする。

令和２年度　予算説明書

予算 部局名 健康福祉部

課　名 福祉課
予算書(P)目名
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Ⅰ：事業概要

Ⅱ：個別事業内訳 （単位：千円）

令和２年度　予算説明書

予算 部局名 健康福祉部

課　名 福祉課
予算書(P)目名

障害者福祉費 104

施策事業名 障害者支援団体活動補助

事業目的 障害者団体の活動を支援し、自立の促進と活動の活性化に寄与することを目的とする。

事業内容

●主な事業内容
○犬山市身体障害者福祉協会が行う社会参加の促進と自立更生援護の活動(160千円)
○犬山市心身障害児(者)父母の会が行う各種相談事業、療育事業、文化活動等の実施(160千円)
○精神障がい者家族会犬山しらゆり会が行う研修会、文化活動を通して行う啓発活動(30千円)

事業の目標 障害者団体が、自立して活動している。

財源内訳
一般財源
の割合

事業名
国県支出金 地方債 その他 一般財源

予算額

100%

 - - - - - - - 

障害者支援団体活動補助 350 0 0 0 350

- 

 - - - - - - - 

 - - - - - - 

- 

 - - - - - - - 

 - - - - - - 

- 

合計 350 0 0 0 350 100%

 - - - - - - 
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Ⅱ：個別事業内訳 （単位：千円）

- 

合計 130,686 23,989 0 21,730 84,967 65%

 - - - - - - 

- 

 - - - - - - - 

 - - - - - - 

- 

 - - - - - - - 

 - - - - - - 

22%

福祉手当等給付・助成（市制度） 99,924 0 0 21,730 78,194 78%

福祉手当給付 30,762 23,989 0 0 6,773

事業内容

●全体計画
障害者総合支援法に定められた障害福祉サービス、地域生活支援事業以外の給付、サービスに対する
支援を行う。

●主な事業内容
○特別障害者手当、障害児福祉手当等の給付
　特別障害者手当等給付費(国3/4、県加算分は10/10)
○障害者手帳受給者に対して市単独の障害者扶助料を給付
　重度2,600円/月　中度2,300円/月　軽度1,300円/月
○障害者タクシー利用料の助成
　重度の障害者に48枚/年のタクシー利用券を交付
○理美容院からの出張訪問による理美容料金の助成
　重度の障害者に6枚/年の理美容利用券を交付

●主な予算の内訳
・特別障害者手当、障害児福祉手当　等　30,427千円
・市障害者扶助料　                    94,986千円

事業の目標

○特別障害者手当、障害児福祉手当等の支給を行う。
○障害者手帳受給者に対して市単独の障害者扶助料給付を行う。
○障害者タクシー利用料の助成を行う。
○理美容院からの出張訪問による理美容料金の助成を行う。

財源内訳
一般財源
の割合

事業名
国県支出金 地方債 その他 一般財源

予算額

障害者福祉費 104

施策事業名 障害者給付

事業目的
障害者(児)ゆえの精神的、物質的な負担の軽減の一助として、手当等を支給することにより、障害者
(児)の生活の安定を図ることを目的とする。

令和２年度　予算説明書

予算 部局名 健康福祉部

課　名 福祉課
予算書(P)目名
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Ⅰ：事業概要

Ⅱ：個別事業内訳 （単位：千円）

令和２年度　予算説明書

予算 部局名 健康福祉部

課　名 福祉課
予算書(P)目名

福祉会館費 110

施策事業名 福祉会館

事業目的
令和２年３月31日で閉館した福祉会館について、「春の犬山キャンペーン」期間の観光用トイレとし
ての最低限の維持管理を行うとともに、その後の福祉会館の解体工事を適正に実施する。

事業内容

●全体計画
　昭和45年に竣工した福祉会館については、老朽化及び景観阻害建築物となっていることから、令和
２年３月31日での閉館が決定している。閉館決定から令和元年度までで利用団体等の今後の活動場所
もおおむね決定したため、令和２年度中に解体工事を実施する。
　なお、４月及び５月は犬山祭や「春の犬山キャンペーン」での観光用トイレの不足が心配されるた
め、１階トイレのみ開放し、それに伴う最小限の受付・清掃等の維持管理は実施する。
　その後の解体工事実施にあたっては、近隣住民及び観光客への影響が懸念されるため、大型車両の
運行ルートや近隣建築物の影響調査等を実施し、影響が最小限になるように努めながら実施する。

●主な事業内容
　○福祉会館の運営管理及び維持管理（令和２年５月31日まで）
　○福祉会館解体

●主な予算の内訳
　・光熱水費　　　　　　　　　　　1,150千円
　・受付・清掃業務委託　　　　　　　589千円
　・解体工事請負費　　　　　　　220,000千円
　・解体工事設計監理委託　　　　　2,299千円

事業の目標
令和２年５月31日までは、観光用トイレ等として利用するため、最低限の維持管理を行う。
令和２年度中に解体工事を完了する。

財源内訳
一般財源
の割合

事業名
国県支出金 地方債 その他 一般財源

予算額

100%

福祉会館解体 222,299 1,000 0 221,299 0 0%

福祉会館管理 1,801 0 0 2 1,799

- 

 - - - - - - - 

 - - - - - - 

- 

 - - - - - - - 

 - - - - - - 

- 

合計 224,100 1,000 0 221,301 1,799 1%

 - - - - - - 
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Ⅰ：事業概要

Ⅱ：個別事業内訳 （単位：千円）

令和２年度　予算説明書

予算 部局名 健康福祉部

課　名 福祉課
予算書(P)目名

心身障害者福祉施設運営費 114

施策事業名 心身障害者福祉施設

事業目的
障害者等の各種相談に応じ、自立の促進、生活の質の向上等を図るため、地域活動支援センター事業
を行う。

事業内容

●全体計画
障害児者の自立支援と重度の障害児者の日中の生活支援を行う。

●主な事業内容
○地域活動支援センター「ふれんど」の施設管理
　犬山市身体障害者福祉協会に委託し、利用者の自立促進、生活の質の向上等を図ることができる
　よう必要なデイサービス(創作活動、社会適応訓練、機能訓練、レクリエーション等)を提供する
○心身障害者更生施設「いぶき」の運営管理
　まみずの里に委託し、心身の機能の維持向上のための、運動機能及び日常生活動作の向上に必要
　な指導、集団参加の楽しみと自覚を促進する作業及び生活指導、家庭での療育、保護者の悩み事
　等の相談並びに必要な助言及び指導、知的障害者地域交流事業を行う。

●主な予算の内訳
・地域活動支援センター事業委託料  12,985千円
・心身障害者更生施設運営管理委託  指定管理料 17,142千円

事業の目標

○身体障害者活動支援センターの管理運営を行う。
○地域活動支援センター「ふれんど」で利用者の自立促進、生活の質の向上等を図ることができるよ
　う必要なデイサービスを提供する。
○心身障害者更生施設「いぶき」にて心身の機能の維持向上のための、運動機能及び日常生活動作の
　向上に必要な指導、集団参加の楽しみと自覚を促進する作業及び生活指導、家庭での療育、保護者
　の悩み事等の相談並びに必要な助言及び指導、知的障害者地域交流事業を行う。

財源内訳
一般財源
の割合

事業名
国県支出金 地方債 その他 一般財源

予算額

86%

心身障害者福祉施設管理 17,277 0 0 0 17,277 100%

地域活動支援センター管理 15,030 1,921 0 152 12,957

- 

 - - - - - - - 

 - - - - - - 

- 

 - - - - - - - 

 - - - - - - 

- 

合計 32,307 1,921 0 152 30,234 94%

 - - - - - - 
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Ⅰ：事業概要

Ⅱ：個別事業内訳 （単位：千円）

- 

合計 5,698 1,120 0 0 4,578 80%

 - - - - - - 

- 

 - - - - - - - 

 - - - - - - 

- 

 - - - - - - - 

 - - - - - - 

85%

生活困窮者自立支援事業 475 356 0 0 119 25%

生活保護総務事務 5,223 764 0 0 4,459

事業内容

●事業の全体計画
　〇生活保護法等に基づき、生活保護及び支援給付に関する業務の適正実施を目的として実施する。
　〇生活困窮者自立支援法等に基づき、生活困窮者に対する相談支援事業を実施する。

●主な事業内容
　○生活保護等事業の適正実施のための事務等
　　・嘱託医、中国残留邦人等支援相談員、就労支援員、相談支援員の適正配置
　　・法令等に基づく適正な調査等の実施
　　・医療扶助適正化のためのレセプト点検及び分析業務の実施
　　・生活保護システム及び生活保護レセプト管理システムクラウドサービスの活用
　○生活困窮者自立支援法の必須事業の実施
　　・相談支援事業（「くらし自立サポートセンター」窓口の開設）
　　・住居確保給付金事業

●主な予算の内訳
　・通信運搬費（調査等用郵送料）　　　　　　　　　　　　　404千円
　・生活保護システム運用委託料　　　　　　　　　　　　　1,403千円
　・レセプト点検等委託料　　　　　　　　　　　　　　　　　715千円
　・生活保護レセプト管理システムクラウドサービス使用料　　528千円
　・住居確保給付金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　360千円

事業の目標
生活保護法、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者
の自立の支援に関する法律及び生活困窮者自立支援法等に基づく事業を適正に実施する。

財源内訳
一般財源
の割合

事業名
国県支出金 地方債 その他 一般財源

予算額

生活保護総務費 132

施策事業名 生活保護総務

事業目的 生活困窮者自立支援事業及び生活保護等業務を適正に実施するための事務等を行う。

令和２年度　予算説明書

予算 部局名 健康福祉部

課　名 福祉課
予算書(P)目名



款 項 目

3 3 2

Ⅰ：事業概要

Ⅱ：個別事業内訳 （単位：千円）

- 

合計 639,257 488,234 0 3,900 147,123 23%

 - - - - - - 

- 

 - - - - - - - 

 - - - - - - 

- 

 - - - - - - - 

 - - - - - - 

23%

 - - - - - - - 

生活保護等扶助 639,257 488,234 0 3,900 147,123

事業内容

●全体計画
　・国が定める保護の基準等に基づき、被保護者への保護又は被支援者への支援給付を行う。
　・生活保護法に基づき、申請のあった者に対して就労自立給付金及び進学準備給付金を支給する。

●主な事業内容
　被保護者等に対して法に基づく扶助費※の支給を行う。（国庫負担 3/4）
　※1.生活扶助：衣食等日常生活の需要を満たすために必要なものや移送費について原則金銭で支給
　　2.教育扶助：義務教育に伴って必要な学用品、給食費等義務教育に必要なものについて原則金銭
　　　　　　　　で支給
　  3.住宅扶助：家賃や地代等及びその他住宅を維持する必要があるときに原則金銭で支給
　  4.医療扶助：けがや病気の治療等や薬剤、治療材料、その他医療に必要なものを原則現物で支給
　  5.介護扶助：要介護又は要支援と認定された者が利用した介護サービスについて原則現物で支給
　  6.出産扶助：分べんの介助や分べん前後の処置等について原則金銭で支給
    7.生業扶助：生業に必要な器具や資材、技能習得又は就労のために必要なものについて原則金銭
　　　　　　　　で支給
　  8.葬祭扶助：検案、死体の運搬、火葬等葬祭に必要なものについて原則金銭で支給
　  9.中国残留邦人等支援給付：中国残留邦人等と配偶者に生活・住宅・医療等の支援給付を実施
   10.就労自立給付：就労による自立で生活保護が廃止された者に､収入認定された額の一部を支給
   11.進学準備給付：大学等に進学する者に対して進学の際の新生活立上げの費用として支給

●主な予算の内訳
　・生活扶助費　　　161,115千円
　・住宅扶助費　　　 72,472千円
　・医療扶助費　　　365,000千円

事業の目標 生活保護法に基づき被保護者等に対し、適正に扶助費等の給付を実施する。

財源内訳
一般財源
の割合

事業名
国県支出金 地方債 その他 一般財源

予算額

扶助費 132

施策事業名 生活保護等扶助

事業目的

●日本国憲法第25条に規定する理念に基づき、生活に困窮する者に対し、その困窮の程度に応じて必
要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的とする。
●中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支
援に関する法律に該当する中国残留邦人に対して生活保護法の例により、支援給付を行う。
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款 項 目

3 4 1

Ⅰ：事業概要

Ⅱ：個別事業内訳 （単位：千円）

- 

合計 3,538 3,501 0 0 37 1%

 - - - - - - 

- 

 - - - - - - - 

 - - - - - - 

- 

 - - - - - - - 

 - - - - - - 

1%

 - - - - - - - 

災害援護 3,538 3,501 0 0 37

事業内容

●事業の全体計画
　災害等発生時に速やかに被災された方に給付を行うとともに、必要な貸付を行う。
　災害弔慰金及び災害障害見舞金を適正に支給するために平成30年度より災害弔慰金等支給審査会を
設置し、支給に係る審査基準並びに支給に係る審査を行う。

●主な事業内容
　○暴風雨等の自然災害で死亡又は障害を受けた市民に対して災害弔慰金又は災害障害見舞金を支給
　　災害弔慰金及び災害障害見舞金の適正支給のため災害弔慰金等支給審査会を開催
　○自然災害により被害を受けた市民のうち、所得金額が一定の範囲内の人へ災害援護資金を貸付け
　○自然災害によりその生活基盤に著しい被害を受けた世帯のうち、被災者生活再建支援法による支
    援の対象とならない世帯に対し、犬山市被災者生活再建支援金を支給

●主な予算の内訳
　・災害弔慰金等支給審査会委員報酬　　　36千円
　・災害貸付金　　　　　　　　　　　 3,500千円
　・被災者生活再建支援金                 2千円

事業の目標
災害により被害を受けた市民や市民の遺族に速やかに見舞金又は弔慰金を支給する。
必要に応じて災害援護資金の貸付を行い、市民の生活再建を支援する。

財源内訳
一般財源
の割合

事業名
国県支出金 地方債 その他 一般財源

予算額

災害救助費 134

施策事業名 災害援護

事業目的
災害により被害を受けた市民や市民の遺族に見舞金又は弔慰金を支給するとともに、災害援護資金の
貸付を行うことにより生活の再建を支援することを目的とする。

令和２年度　予算説明書

予算 部局名 健康福祉部

課　名 福祉課
予算書(P)目名



款 項 目

11 1 1

Ⅰ：事業概要

Ⅱ：個別事業内訳 （単位：千円）

- 

合計 1 0 0 1 0 0%
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0%
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災害援護貸付金元金 1 0 0 1 0

事業内容

●事業の全体計画
　自然災害等発生時に貸付を行った時の元金の返済を受け入れ、償還する。

●主な事業内容
　自然災害で被害を受けた世帯の生活再建のために行った貸付金の元金を償還する。

●主な予算の内訳
　・災害援護貸付金償還金　　1千円

事業の目標 自然災害により被害を受けた市民に災害援護資金の貸付を行った時の元金を償還する。

財源内訳
一般財源
の割合

事業名
国県支出金 地方債 その他 一般財源

予算額

元金 282

施策事業名 災害援護貸付金元金

事業目的 自然災害により被害を受けた市民に災害援護資金の貸付を行った時の元金を償還する。
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